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焼津市から多くの皆様に傍聴にお越し頂き、ありがとうございました。
地元の皆様の温かいご声援を頂きながら、代表質問をさせて頂くことが出来ました。
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地元の皆様の温かいご声援を頂きながら、代表質問をさせて頂くことが出来ました。
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代表
質問 ⑺水産王国静岡の持続的発展に向けた取り組みについて

新たな研究所の技術開発力を十分発揮させ
本県水産業の持続的発展に向けて取り組む

静岡県水産振興条例（仮称）等による
施策推進及び静岡県水産技術研究所

【質問要旨】　本県の漁業生産量、水産加工
品生産量は、ともに全国有数の規模を誇って
いる。 しかし、近年、本県の漁業に関しては、
水産資源の減少、魚価の低迷、漁業就業者
の減少及び高齢化等、多くの課題がある。 ま
た、水産加工業では、生産量や経営体数の減
少、人手不足、ＨＡＣＣＰによる衛生レベルの
高度化等の課題を抱えている。
　こうした状況の中、昨年度、県議会に設置さ
れた農林水産・観光交流特別委員会におい
て、本県における条例制定の必要性が提言さ
れた。 また、これと並行し、我が会派では、議員
提案条例として「静岡県水産振興条例（仮
称）」の制定に向けた検討を重ね、今月14日、
議長に対し、協議等の場の設置を要望したと
ころである。

　そこで、本県水産業の振興に向け、課題を
どう認識し、今後の方向性をどう考えているの
か、県の考えを伺う。
　５月８日に開所した新しい水産技術研究所
では、効率的な漁獲活動や水産加工業の経
営判断等に有益となる調査、技術開発等が
行われている。 また、県民向けの展示室が一

新され、子供達が楽しみながら学べるよう、工
夫が凝らされている。
　そこで、研究機能と展示機能を併せ持つ水
産技術研究所が、水産業の振興に向けて、ど
のように研究開発を進めていくのか、また、展
示室を地域の賑わいづくりにどのように活かし
ていくのか伺う。

【農林水産戦略監 答弁要旨】　県と致しまし
ては、漁業者のみならず水産加工業や水産流
通業等、水産に関係するあらゆる産業の皆様
が連携を緊密に図って、水産振興を進めてい
くことが大変重要と認識しております。
　このため、水産資源の適切な管理を推進し
ていくとともに、次世代漁業を担う人づくりとし
て、漁業就業者の確保・育成・定着に取り組
んでおります。 また、水産業者の所得向上の
ため、水産物の高付加価値化や新たな地場

流通ルートの開拓、観光と連携した消費拡大
策等、生産、流通、消費の各段階に応じた販
売単価向上対策に取り組んでおり、本県水産
業の振興に努めて参ります。
　また、水産技術研究所では、水産資源の的
確な把握や漁場予測技術の開発とともに、新
たな施設の機能を十分に活用して、資源増殖
技術や加工技術の開発を強化して参ります。
併せて、展示室につきましては、５月の一般公
開以降、多くの来場を頂いております。 県民の

皆様に親しまれる施設となるよう、来月には展
示室の愛称を募集するとともに、地元焼津市
等からの強い要望を踏まえ、休日開館に向け
ての準備を進めており、地域のにぎわいづくり
にも貢献して参ります。
　県と致しましては、新たな研究所の技術開
発力を十分発揮させながら、本県水産業の持
続的発展に向けて取り組んで参ります。

『水産王国静岡』の拠点づくり
～水産技術研究所・焼津漁港管理事務所の移転整備～

水産技術研究所

開所式テープカット

屋上避難スペース

堅固な構造周辺地図

浸水深3.3ｍ浸水深3.3ｍ

大水槽 体験型クイズ

加工施設の公開展示

３Dジオラママッピング

完成した漁場マップ

－漁業者に提供する漁場情報－

しらす漁船
の操舵室

魚探(しらすの魚群反応)

ネット経由で漁船からデータを回収

ネット経由で
操業中の
漁船に配信

展示室入口

【津波対策】
防潮堤の海側に耐震性・
耐浪性を持った施設を整備

【主な研究 ① 「漁業のビッグデータの有効活用」】
魚群探知機のデータをICT技術により有効活用

【主な研究 ② 「鰹節の輸出促進に向けた技術開発」】
世界一厳しいEUのPAH規制をクリアできる技術の開発

【主な研究 ③ 「キンメダイの種苗生産の技術開発」】
「種苗生産技術」を確立し「栽培漁業」を推進

【展示施設の整備】

土日休館では
展示室を見に
行けないよ。

県民の声を聞き、
県当局に改善を要望。
代表質問でも取り上げる。

県民の声を聞き、
県当局に改善を要望。
代表質問でも取り上げる。

運営方法や管理形態、施設の警備、緊急時の避難態勢等につ
いて、具体的な調整を行っています。 県としては、こうした調
整を速やかに進めて、

運営方法や管理形態、施設の警備、緊急時の避難態勢等につ
いて、具体的な調整を行っています。 県としては、こうした調
整を速やかに進めて、

県
民
の
声

部
長

＊PAH･･･有機物の燃焼の際に極微量発生する、有害な化学物質
（多環芳香族炭化水素類：Polycyclic Aromatic Hydrocarbons）の略称。

宮中新嘗祭
に献上する
鰹節の製造

125人収容可能
外階段から避難可能

執務室・研究室は
2階以上
執務室・研究室は
2階以上

 できるだけ早い時期に、 
休日開館を実施したいと考えています。
 できるだけ早い時期に、 
休日開館を実施したいと考えています。

交通弱者の交通事故抑止に努める
関係機関団体と連携した総合的な取り組みを推進

代表
質問 ⒀交通事故を抑止するための安全対策について

【質問要旨】　本県における交通事故は、数字
上全体的に減少しているものの、交通死亡事
故の半数以上は高齢者となっている。
　私の地元焼津市では、４月１３日から６月１２
日までの２ヶ月間で、６件の死亡事故が発生し
ており、この数字は昨年１年間の焼津市内の
死亡事故件数に相当する。 そして、このうち３
件は高齢者の自転車事故だった。
　また、中・高校生の自転車事故は、例年５月
から７月に多発するとも聞いる。
　報道によれば、2016年における本県高校

生の通学中の自転車事故件数は、全国ワース
ト１位で、その他の年も、あまり良い状況ではな
い。
　自転車に関連する交通事故が後を絶たない
状況を踏まえ、我が会派では、「静岡県自転車
の安全で適正な利用の促進に関する条例（仮
称）」の制定に向けた検討を重ね、今月14日、
議長に対し、協議等の場の設置を要望した。
　交通事故抑止対策に特効薬はないものの、
運転免許証を持たない児童・生徒や高齢者
は、交通ルールや法律に関する知識不足、少

しの油断が事故に繋がる可能性についての認
識不足により、交通事故に巻き込まれている
ケースが少なくない。
　このため、児童・生徒や高齢者が、重篤な事
故の被害者にならないよう、丁寧な指導・教育
を実施する等の対策が必要であると考える。
　そこで、いわゆる交通弱者とされる児童・生
徒や高齢者に対する交通安全対策として、こ
れまでどのような活動をしてきたのか、今後どの
ような方針で取り組んでいくのか、ソフト・ハード
両面について警察本部長に伺う。

【警察本部長 答弁要旨】　ソフト面の対策で
すが、県警察では児童・生徒に対しては、安全
に道路を通行する意識を高めるため、通学路
の危険箇所を説明し、理解させる等の交通安
全教育を行っているほか、自転車の事故防止
を図るため、基本的なルールや、加害者となっ
た場合の責任の重大性を周知させる等の交
通安全教育を行っております。
　一方、高齢者に対しては、加齢に伴う身体
機能の低下を自覚し、交通ルールを遵守した
安全な行動をとって頂くよう交通安全教育車
や交通安全教育機材を活用した参加・体験・

実践型の交通安全教育を行うとともに、そうし
た機会が少ない方に対しては、ご自宅を訪問し
て、ご本人と家族に対する指導を行っておりま
す。
　また、運転者に対する取り組みとしては、歩
行者・自転車事故防止に効果が高い横断歩
行者妨害、一時不停止等の指導取締りを強
化するとともに、本年導入した可搬式速度違
反自動取締装置を効果的に運用し、生活道
路、通学路の走行速度の抑制に努めていると
ころであります。
　ハード面の対策ですが、歩行者・自転車の

通行の多い道路における歩車分離式信号機
やボタンを押すことにより歩行者灯器の青時
間を延長することができる高齢者等感応式信
号機の整備、生活道路の速度抑制と通過交
通排除に効果があるゾーン３０の整備、道路管
理者と連携した自転車専用通行帯等の整備
を推進しております。
　県警察と致しましては、今後も引き続き、関
係機関団体と連携した総合的な取り組みを推
進し、交通弱者の交通事故抑止に努めて参り
ます。

土日開館に向けて準備を進めています！土日開館に向けて準備を進めています！

代表
質問 ⑹本県産業を担う人材の確保・育成について
将来を見据えた人材の確保・育成対策にも積極的に取り組む
【質問要旨】　有効求人倍率が昨年
１１月に１．６倍台となり、その後も高水
準が続いている。雇用情勢の改善が
進む一方で、中小企業等の人材不足
の状況は更に深刻化している。
　こうした状況を踏まえ、県は、「産業
成長戦略２０１８」において「産業人材
の確保・育成」を第１の戦略に掲げ
た。また、３月には「産業人材確保・育

成プラン」を策定し、数値目標を掲げ
て取り組んでいるところである。
　６月になり新規学卒者の選考活動
が解禁となったが、中小企業の採用
はますます厳しくなっており、現場の声
を踏まえた効果的な対策が必要であ
る。新卒者等、人材確保が喫緊の課
題であるとともに、生産年齢人口の減
少が進む中、現場の即戦力となる人

材の育成や、働き方を見直し、誰もが
意欲とやりがいをもって力を発揮でき
る企業づくり等、中長期的な視点も重
要と考える。
　そこで、直面する人材不足への対
応と将来を見据えた人材確保・育成
に具体的にどのように取り組んでいく
のか伺う。

【経済産業部長 答弁要旨】　県では、本年
３月に策定致しました「産業人材確保・育成
プラン」に基づきまして、直面する人材不足
に対し中小企業の採用活動を支援するた
め、企業と求職者の橋渡しを行うコーディ
ネーターを県内９か所に配置し、昨年１２月か
ら本年３月までに、５０社９７人の就職につな
げております。
　また、業界団体等が自ら立案・実施する人
材確保対策への支援を強化し、専門のアド
バイザーの助言を介して、例えば、女性が生
き生きと働く姿を伝える動画の配信等、現場
の声を踏まえた効果的な取り組みを促進し
ております。
　新卒、既卒者の人材確保のためには、こ

の６月１４日に新たに東洋大学を加えて２１
校となりました大学との就職支援協定に基
づく取り組みの一層の充実を図るとともに、
「３０歳になったら静岡県！」をキャッチフレー
ズに、ＳＮＳや同窓会組織等を効果的に活
用した取り組みの推進を図っているところで
あります。
　さらに、中長期的な視点から、日本一の「実
学の府」を目指した職業能力開発短期大学
校の設置や、女性や高齢者等、多様な人材
のライフスタイルに合わせた新しい就労モデ
ルづくり、教育委員会と連携致しました子供
たちの「生きる道」としての職業を学ぶ環境
づくり等、将来を見据えた人材の確保・育成
対策にも積極的に取り組んで参ります。

 
　　　　　　4月では、9年連続増加で過去最高。

　現在の従業員の過不足状況に関し、正社員が
「不足」していると回答した企業は45.4％で、1年前
より2.9ポイント増加している。
　例年4月は人手不足が緩和する傾向がみられる
一方、企業の人手不足感は継続している。
  
　　　　　　4月では、6年連続増加で過去最高。

　非正社員が「不足」していると回答した企業は
30.3％。 非正社員も正社員同様に過去最高を記録
した。 1年前との比較では1.0ポイント増加している。

従業員が「不足」している企業の割合

正社員の
不足感

非正社員の
不足感

県民や県内企業が
多くの恩恵を享受できるよう
積極的に地域外交を推進

代表
質問 ⑵地域外交について

【質問要旨】　地域外交については、国際情勢が激動する中、
県民や県内事業者にとってのメリットを最大化するよう、本県の
進むべき道筋を見極め、政策を進める必要がある。
　県は、本年4月に「地域外交基本方針」を改定し、地域外交
の目指す姿の実現に向け、３つの重点的取り組みを設定した。
　新たな基本方針のもと、地域外交を戦略的に進めるために
は、まず、これまでの取り組み成果を検証することが重要である。
　そこで、新たな重点的取り組み３分野において、これまでの取
り組みにより、どのような成果が上がっているのか、また特に、富
士山静岡空港の就航先との交流により、就航路線数や外国人
観光客数等に、具体的にどのような効果が現れているのか伺う。
　また、数値目標達成に向けては、国や市町、県内企業、各種
団体、各国に所在する県人会等の関係者と連携し、総力を挙
げて取り組む必要があると考えるが、県の所見を伺う。
　加えて、インドを重点国・地域に追加することとしたが、本県に
とってどのようなメリットが期待できるのか、所見を伺う。

【地域外交監 答弁要旨】　本年４月に改定し
た地域外交基本方針の数値目標のうち、主な
ものを平成２４年度の基本方針策定時と比較致しますと、「交流の促進分野では、
外国人留学生が２，２５１人から２，８２１人」に、「通商の促進分野では、県内本社企
業の海外展開事業所が１，０６６事業所から１，２８０事業所」に、「観光交流の分野
では、外国人宿泊者が４９万人から１４７万人」となっております。 それぞれ５７０人、２
１４事業所、９８万人の増となり、様々な分野における交流が着実に拡大してきてい
ると考えております。
　また、富士山静岡空港の就航路線数は、本年５月時点で国際線４社、５路線、
週２０往復という状況でありますが、県内の外国人観光客数の目安となる国際線
搭乗者数は昨年度２９万人で、５年前の１６万人と比べて１３万人増加し、これま
での取り組みの成果が現れてきていると考えております。
　基本方針に掲げた数値目標を達成するには、関係機関との連携による取り組
みが重要であります。 外務省とは、毎年開催する地域外交推進本部会議に地方
連携推進室長にお越し頂き、助言を頂いているほか、海外への本県訪問団派遣
の際等、時宜に応じて積極的に情報共有を図っております。 市町とは定期的に
連絡会議を開催し、必要に応じて相互に訪問する等、意見交換
や助言を通じて、県の地域外交の取り組みに対する理解が深
まってきており、東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘
致では、現時点で全国最多となる１２市で１５件の覚書が交わさ
れております。
　このほか、東南アジアに展開している県内企業を支援するため
の情報ネットワークの構築や、南米県人会からの要望を受けて、
本県と南米の相互の架け橋となる研修員の受入れを行っており
ます。 引き続き、関係機関との連携を意識した取り組みを進めて
参ります。
　基本方針の重点国・地域に新たに加えたインドは、７％前後の
高い経済成長率を維持しており、県内企業の進出事業所が増
加傾向にあります。 国民の平均
年齢も若く、優秀な人材を抱え
るＩＴ大国で、今後更なる発展が
見込まれており、交流先として
有望であります。 経済分野を中
心に、投資や貿易の拡大による
県内経済への波及効果が期待
できるものと考えております。
　県と致しましては、今後とも、
県民の皆様や県内企業が多く
の恩恵を享受できますよう、積
極的に地域外交を推進して参
ります。

インド：県内経済への波及効果を期待

❶県政の運営方針

代表
質問 ⑴知事の政治姿勢について

法人事業税の超過課税は、来年度以降も
引き続きお願いする方向で検討

地震・津波対策の推進、災害に強い高規格幹線道路網の整備のために活用

❷法人事業税の超過課税

【質問要旨】　法人事業税の超過課税は、昭和５４年度
から５年ごとに見直しを行いながら継続している。
　現在の第８期は、「地震・津波対策アクションプログラ
ム２０１３」を推進するための財源としているが、来年３月
末で期限切れとなる。
　「地震・津波対策アクションプログラム２０１３」は、折り
返し点を迎えたが、目標の達成は未だ道半ばである。

　今後も、南海トラフ地震等の地震・津波災害等から県
民の皆様の生命・財産を守るためには、アクションプログ
ラムの着実な実施が不可欠である。
　一方、法人事業税の超過課税は、対象企業には負担
となるので、実施に当たっては、企業や経済団体等の関
係者の理解と協力を得ることが大前提となる。 そこで、
来年度以降、どのように取り扱うのか、所見を伺う。

【川勝知事 答弁要旨】　法人事業税の超過課税につ
きましては、昭和５４年度から昨年度までに３，１９６億円
余りの御負担を企業の皆様にお願い致しました。 この
御負担は、県民の生命・財産を守り、産業基盤の整備を
図るための財源に充当して参りました。
　御負担を頂きました皆様の御協力に対しまして、改め
て感謝を申し上げます。
　現在第８期目となる超過課税は、地震・津波対策とし
て、「地震・津波対策アクションプログラム２０１３」の推
進のほか、災害に強い高規格幹線
道路網の整備のために活用させて
頂いております。

　「想定される犠牲者の８割減少」を目標とするアクショ
ンプログラムは策定後５年を経過し、折り返し点を迎えた
ところでございまして、目標の達成に向け、引き続き、地
震・津波対策を着実に推進していくことが不可欠です。
　そのためには、企業の皆様の御協力が是非とも必要
であります。 法人事業税の超過課税につきましては、今
後、企業の皆様や経済団体、県議会の皆様の御意見を
伺いながら、来年度以降も引き続きお願いする方向で検
討を進めて参ります。

県民の皆様の安全の確保、これが最優先
居心地がよく、誰もが努力をすれば人生の夢を実現し、

幸せを実感できる地域社会の実現
【質問要旨】　今年度から新たな総合計画がス
タートしたが、本県を取り巻く環境は厳しく、依然
として多くの課題を抱えている。
　例えば、本年３月に発表された「日本の地域
別将来推計人口」によれば、本県人口は２０４５
年には３００万人を下回ると見込まれている。
　また、産業面を見ると、製造品出荷額はリー
マンショック前の約８割の水準にとどまり、観光
面でも、外国人宿泊者数が前年度に比べて減
少している。
　県民が、未来に向かって輝かしい夢を描ける
社会を実現するためには、今一度足元を見つめ
直し、山積する諸課題に真摯に取り組んでいく

べきではないか。
　こうした課題を克服し、「県民幸福度の最大
化」の実現に向け、県政運営をどう進めていく
のか、知事の考えを伺う。
　また、県は５月臨時会において、副知事3人
体制を維持することとした。
　土屋副知事選任の際、伊豆半島地域の振
興のため、担当する副知事を設置するとした説
明を踏まえると、副知事3人体制は、時限的なも
のと理解している。
　副知事3人体制を含めた現在の執行体制を
いつまで続けるのか、知事の考えを伺う。

【川勝知事 答弁要旨】　新しい総合計画「静
岡県の新ビジョン」は、来るべき時代を見据え、
人口減少や超高齢社会への対応、力強い経
済の再生、新産業の育成、国内外との交流人
口の拡大等、本県が直面する喫緊の課題への
対策を盛り込んだ県政運営の新しい羅針盤で
ございます。 今年度からスタートダッシュで、新ビ
ジョンに掲げる８つの政策を一気呵成に展開
し、富国有徳の「美しい“ふじのくに”」づくりを本
格始動致します。
　まず、県民の皆様の安全の確保、これが最
優先であります。 そのための南海トラフ地震に
対する新たな防災対応、それと併せて、最優先
課題は、安心して暮らせる医療・福祉の充実で
ございます。そのためには、健康寿命の更なる延
伸、医療・介護の連携強化による地域で支え
合う長寿社会づくり、全ての子供が大切にされ
る社会づくり等、人口減少や超高齢社会に
あっても、県民の皆様が安心して幸せに暮らせ
る地域づくりに取り組んで参ります。
　また、持続的に発展可能な本県経済の実現
に向けまして、最先端の技術を積極的に取り入
れた新産業の創出、創造的な産業人材の育
成、ＩＣＴを活用した生産性の向上等を進めて参

ります。 さらに、外国人旅行者のニーズを的確
に捉え、本県の世界クラスの資源を生かした体
験型観光の充実等、魅力ある観光地域づくり
にも積極的に取り組んで参ります。
　こうした政策を確実に実現していくため、現時
点におきましては、副知事３人体制の継続が必
要であると考えております。
　難波副知事には、命を守る安全な地域づく
り、港湾を中心にしたインフラ、富をつくる産業
の展開等を担当して頂いており、吉林副知事
には、医療・福祉、教育をはじめ、県の組織、財
務、企画等、県政運営の総括的な役割を担っ
てもらっております。 土屋副知事には、伊豆半
島地域の振興、東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックへの対応等を担って頂いております。 
この３人体制により、新ビジョンを強力に推進し
て参ります。
　本県の目指す姿である「県民幸福度の最大
化」に向けて、常に足元を見つめ直し、日々刻々
と変化する社会経済情勢への的確な対応を図
りながら、居心地がよく、誰もが努力をすれば人
生の夢を実現し、幸せを実感できる地域社会の
実現に真摯に取り組んで参ります。

　法人事業税の超過
課税による税金は、「新
たな津波被害想定への
対策」、「超広域災害へ
の対応」、「複合災害・
連続災害対策」、「災害
に強い高規格幹線道
路網の整備」の貴重な
財源として活用されてい
ます。災害に強い高規格幹線道路網の整備 橋梁の耐震対策

喝
喝

副知事3人体制をいつまで
続けるのか厳しく追及！
副知事3人体制をいつまで
続けるのか厳しく追及！

法人事業税 超過課税の使い道第8期

伊豆半島の振興を担当する副知事は
伊豆半島地域が自立するまでの間の時限的な措置

【再質問要旨】
　副知事３人体制が現時点では必要との説明であったが、いつまで３人体制を続けるのか。
【経営管理部長 答弁要旨】
　伊豆半島の振興を担当する副知事につきましては、伊豆地域の振興、地域の市町を引っ張る
リーダーとして、伊豆半島地域が自立するまでの間の時限的な措置として、設定してございます。 
一方、副知事３人体制、知事を含む副知事３人のトップマネジメントにつきましては、静岡県の新ビ
ジョンの実現に向けて、日々変化する課題に対して、随時適切に対応していく必要がございます。 
それぞれの副知事の任期、再任に当たって、県政全体の状況に基づいて、適切に、その体制に
ついて的確に判断していくものと理解してございます。
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喝喝!静岡県政に静岡県政に

南海トラフ地震に関連する臨時情報を活用して
更なる被害軽減に努める

県有施設や学校などにおけるブロック塀等の緊急点検を行う

代表
質問 ⑶南海トラフ地震に備えた新たな防災対応について

【質問要旨】　昨年、国はこれまでの警戒宣言は発
令せず、気象庁から「南海トラフ地震に関連する情
報」いわゆる臨時情報を発表することとした。
　そのため、これまでの警戒宣言とは異なる前提で
の防災対応を地域社会としてどう実行していくかが
課題となる。

　そこで、南海トラフ地震に備えた新たな防災対応
について、県はどのように検討を進め、対応案を取り
まとめるつもりか伺う。
　併せて、先日発生した大阪府北部を震源とする地
震による教訓とその対応をどのように考えているの
か伺う。

【危機管理部長 答弁要旨】　本県は、新たな防災
対応を検討するため、県の防災会議に専門部会を
設置するとともに、県内各地でヒアリングを実施する
等の調査を進めております。
　専門部会において、新たな防災対応の基本的な
考え方として、「原則として平時の生活を継続する。 
ただし、脆弱性への配慮が必要である。」との方向
性を示したところ、委員からは、津波や山がけ崩れの
リスクといった地域の脆弱性の考え方や、それに伴
う避難行動の在り方について検討すべきとの御意
見を頂いたところであります。
　今後は、この方向性を検証するため、県民や事業
者へのアンケート調査等を通じて議論を深めて参り
ます。 また、国のワーキンググループが、避難に当
たっての社会的な仕組み等について、年内に一定
の取りまとめを行う予定であることから、その内容を

踏まえ、本県の地域特性も加味した上で、来年中を
目途に新たな防災対応を定めて参ります。
　県と致しましては、「突然発生する地震に対して、
平時から万全の備えをすること」を地震対策の基本
としておりますが、南海トラフ地震に関連する臨時情
報を活用して、事前の対応を適切に行うことで、更な
る被害軽減に努めて参ります。
　また、大阪府北部を震源とする地震については、
ブロック塀の倒壊や家具の転倒により尊い命が失
われたことから、住宅やブロック塀の耐震化、家具の
固定等の対策が大変重要であると再認識したとこ
ろです。
　このため、県有施設や学校などにおけるブロック
塀等の緊急点検を行うとともに、各家庭における地
震対策の充実・強化について、県民の皆様への周
知・啓発に努めて参ります。

大阪府北部を震源とする地震を教訓としたブロック塀等の対策大阪府北部を震源とする地震を教訓としたブロック塀等の対策
１ 概要
　今回の地震では、ブロック塀等の倒壊によ
り２名の方が犠牲になった。 このため、本県
で地震が発生した際に、今回のような被害が
起こらないようにする必要がある。 そこで、倒
壊の恐れがあるブロック塀等がどの程度存在
するか緊急点検を行い、安全性に問題があっ
たものについては、早急に対応を図る。

２ 緊急点検の内容
　目視により、ブロック塀等の高さ、厚さ、適
正な控え壁の有無、傾きやひび割れの有無
について確認を行った。

３ 今後の対応
【県有施設】
　目視による緊急点検の結果、建築基準
法上不適合（既存不適格を含む）のブロッ
ク塀等については、早急に立入禁止等の
安全対策を行うとともに、撤去（高さ60cm
以下までの切除を含む）または改善を行う。
　目視による緊急点検の結果、建築基準
法上適合とされるものの、鉄筋や基礎等の
内部状況が分からないブロック塀等のうち、
今後も塀としての機能を必要とするものに
ついては、詳細調査を行い、必要に応じて
撤去または改善を行う。

【市町有施設】
　県と同様の
対応が行われ
るよう依頼す
る。
【民有施設】
　各市町に対し、自治会や自主防災組織
の協力を得ながら、避難路などの道路沿い
にある危険なブロック塀等の把握を依頼。
　市町を通じて撤去・改善に係る費用を支
援するとともに、所有者等による点検・改善
を促すための広報を行う。
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※ 「国への意見書」につきましては、紙面の都合で今回は掲載出来ませんでした。 
　ホームページに掲載してありますのでご覧ください。

〒425-0062　焼津市中根新田1157
TEL 054-624-1555 FAX 054-624-1333

つかもと 大 
静岡県議会議員

事務所のご案内

E-mail tsukamoto-dai@almond.ocn.ne.jp
http://tsukamoto-dai.com

QRコードを使って
携帯電話でご覧
ください。

〈連絡先〉 つかもと大 事務所  TEL 054-624-1555
　　　　　　　　　　　　    FAX 054-624-1333

　平成30年8月26日㈰ 焼津文化会館小ホールにて、
県政報告会を開催致します。
　詳細は、事務所へお問い合わせください。

　平成30年8月26日㈰ 焼津文化会館小ホールにて、
県政報告会を開催致します。
　詳細は、事務所へお問い合わせください。

県政報告会
 開催のお知らせ
県政報告会
 開催のお知らせ
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ろう者を含む誰もが地域の一員として
共生できる社会の実現に向け全力で取り組む

県民への手話の普及を促進

❶静岡県手話言語条例を踏まえた取り組み

【質問要旨】　自民改革会議が中心となって検討を進めてき
た静岡県手話言語条例が、２月定例会において、議員提案
条例として制定された。
　条例は、手話を言語と明確に位置付け、手話の普及に関
する施策を総合的に推進することにより、ろう者を含む誰も
が地域の一員として生活できる社会の実現を目指している。

　条例制定を受け、県は、知事部局や、教育委員会、警察
本部の全ての職員が条例の基本理念を理解するとともに、
県民向け講習会の開催や学校等を通じ広く手話の普及促
進に取り組む必要があると考える。 そこで、これまでの対応
状況と今後の取り組みについて伺う。

【健康福祉部長 答弁要旨】　手話を使用し生活している方
にとって、手話は情報の取得やコミュニケーションを確保す
る大切な言語であります。 こうした条例の趣旨を踏まえ、これ
まで以上に、県民の皆様に手話についての正しい理解を広
め、手話を使いやすい環境の整備を図る等、手話の普及に
取り組む必要があります。
　県では、これまで手話を使う方が日常生活の中で不便を
来すことのないよう、手話通訳者の養成を進めるとともに、全
国に先駆けて県内全ての市町で、手話通訳者の派遣体制
を整備したほか、市町の受付窓口への手話通訳者の配置
等を働き掛けて参りました。 また、３月３日の「耳の日」に合わ
せて、小学生に対する手話体験教室の実施や、講演会の
開催等、聴覚障害に関する県民の理解を深めて参りました。

　条例制定を受け、健康福祉部の全職
員を対象とした手話入門講座や新規採
用職員研修を通じて、手話に対する理解
を深めており、今後、ＳＤＯを活用した研修
等により、知事部局全ての職員に取り組
みを拡大して参ります。
　また、教育委員会では、条例の趣旨や
内容を掲載したリーフレットを小中学校、
高等学校及び特別支援学校に配布する
ほか、教職員の研修等において手話表現

を学ぶ機会を設ける等、手話の理解促進に努めて参ります。 
警察本部におきましても、ろう者等の障害のある方に対する
対応要領を定めて職員に周知するとともに、手話通訳者等
の派遣体制を整備しております。
　さらに、本年度新たに設置した、ろう者や手話通訳者、教
育委員会、民間事業者等で構成する「静岡県手話言語施
策推進協議会」で御意見を伺いながら、県民が手話を学べ
る動画の作成等、実効性のある施策を実施することとしてお
ります。
　県と致しましては、こうした取り組みにより、県民への手話
の普及を促進し、ろう者を含む誰もが地域の一員として共生
できる社会の実現に向け、全力で取り組んで参ります。
　

誰もが生活しやすい
共生社会の実現に努める
障害のある方とその御家族の
「日常的不便さ」の解消を図る

❷障害のある方とその家族への配慮

【質問要旨】　障害のある方の地域生活への支援については充実
が図られてきているところである。 しかし、制度に拠らない部分にお
いて、もう少しの配慮があれば、障害のある方やその家族の方々が、
地域で生活しやすくなるのではと感じている。
　障害のある方とその御家族の「日常的な不便さ」の解消を図って
いくことが重要であると思うが、県はどのように取り組んでいくつもり
か伺う。
【健康福祉部長 答弁要旨】　県では、昨年４月に「静岡県障害を
理由とする差別の解消の推進に関する条例」を施行し、障害のある
方の不便さを取り除く「合理的な配慮の提供」の徹底に取り組み、
障害の有無によって分け隔てられることなく、障害のある方もない方
も、全ての人にとって優しく暮らしやすい共生社会の実現を目指して
おります。
　昨年度、県や市町の障害者差別解消相談窓口におきましては、
２００件余の様々な相談が寄せられております。例えば、学習障害の
子供を持つ母親から、授業中の配慮を求める相談に対し、タブレット
端末の使用ができるよう学校と調整した事例等、必要に応じて関係
機関との調整や連絡等の対応をしております。
　今後は、毎年、開催しております障害福祉関係団体等との意見
交換の場等において、施策に関することだけでなく、少しの配慮によ
り改善できる課題につきましても、丁寧に聞き取りを行うとともに、県
で対応できない場合は、福祉、教育、医療等の関係機関で構成す
る市町自立支援協議会に情報提供し、課題や対応事例を共有して
いくことにより、障害のある方とその御家族の「日常的不便さ」の解
消を図り、誰もが生活しやすい共生社会の実現に努めて参ります。

代表
質問 ⑼障害のある方との共生社会の実現について

【目指す姿】
・県民と一体となって、障害に対する正しい理解
 の浸透と「合理的配慮の提供」の徹底を推進
・「合理的配慮の提供」に取り組む団体等を
 増やし、その活動を支援

【現状】
・「障害者差別解消条例」を
  知っている人の割合………………25.5％
・「ヘルプマーク」を知っている、
  あるいは見たことがある人の割合…25.0％

障害のある人への心づかい推進事業費

ヘルプマーク ユニバーサルデザイン（UD）タクシー

【ＳＤＯ】 しずおかデジタル・オフィスの略称。 
　全庁的な情報システム基盤として、職員１人に１台のパ
ソコンを配備し、そのパソコンをネットワークで接続。 
　各種情報システムで利用するとともに、電子メールや電
子掲示板等のサービスを提供するグループウェアを運用し
ている。 
　平成10年度から本庁、出先の順にパソコンの整備を行
い、平成13年度末に職員１人１台体制のネットワークが完
成（運用台数約7,800台（H30.4月現在））。

　「障害を理由とする差別解消推進県民
会議」における意見等を踏まえ、ヘルプマ
ークの推進等により障害を理由とする差
別の解消を図る。　
【ヘルプマーク推進事業】
・ヘルプマークの配布（３万個）
・県民啓発のためのフォーラム開催　
【心のバリアフリー推進事業】
・「声かけサポーター」を養成（200名）
・合理的配慮の提供事例の映像化　
【ＵＤタクシー導入促進助成】
・ＵＤタクシーの購入経費を助成
・補助額：100千円／台（定額）
・補助先：静岡県タクシー協会　
【合理的配慮理解促進助成】
・団体等が実施する合理的配慮に関する
  研修会等の経費を助成
・補助額：上限300千円
・補助先：県民会議参画団体 等

【H30年度当初予算額】 30,000千円

現状と目指す姿 H３０年度事業概要 30,000千円

代表
質問 ⑿２期目を迎えた教育長の決意について

教育に求められる役割、責任の重さを
十分に認識し、子供たちが持つ資質を積極的に
伸ばせるよう、心血を注いで職責を果たす
地域づくりの基礎は人であり、人づくりの柱は教育である

【質問要旨】　木苗教育長は、これまで、寄附金等
による「ふじのくにグローバル人材育成基金」を活用
した高校生の海外留学の促進、大学生等の地域人
材を活用した「しずおか寺子屋」による学習支援を
行う等、「有徳の人」づくりに向けて、地域ぐるみ・社
会総がかりの教育に取り組んでこられた。
　人口減少や情報化の進展等、教育を取り巻く環
境は大きく変化しており、今後１０～２０年後には、Ｉｏ

ＴやＡＩ等をはじめとする技術革新が一層進展し、ます
ます予測困難な時代になると考えられている。
　このような中、「未来の社会を生きる力」を子供た
ちが育めるよう、また、本県の将来を担う人づくりを進
める上でも、教育が果たす役割は大きいと考える。
　そこで、木苗教育長は２期目を迎え、本県の未来
を担う人づくりに向けて、どのような決意で教育に取
り組んでいくのか伺う。

【教育長 答弁要旨】　私は、２期目の教育長就任
に当たり、静岡で学びたい、成長したいと感じられる
ような、「魅力ある教育環境の整備」を積極的に進め
て参りたいと考えております。
　これまでの３年間で、幼稚園、小学校、中学校、高
校、特別支援学校等、多くの教育現場に足を運び、
各学校のニーズを踏まえた施策を展開して参りまし
た。 県議会の皆様をはじめ関係する方々の御理解
を得て、「静岡式３５人学級編制」や「ＩＣＴによる教
育環境の整備」、「専門高校等における実学の奨
励」とともに、企業等の御協力を得て、高校生の海
外インターンシップや留学等の事業化を、積極的に
行って参りました。
　今後、グローバル化や情報化については一層の進
展が見込まれますので、子供たちが生きる力を十分に
身に付けられるよう、地域や大学、企業等と連携して、

更に魅力ある学校づくりを進めて参ります。 また、東
京２０２０オリンピック・パラリンピックを見据えて、子供
たちが地域の歴史・文化・産業について学び、本県
の魅力を十分に理解し、誇りを持って国内外に紹介
できる取り組みについても力を注いで参ります。
　さらに、全ての子供たちが夢と希望を持ち、安心し
て学校生活を送ることができるよう、いじめ・不登校、
貧困に対する支援体制の整備・強化とともに、地域
人材を活用した学習支援、ニーズが多様化している
特別支援教育の充実にも、積極的に取り組んで参
ります。
　地域づくりの基礎は人であり、人づくりの柱は教
育であります。県教育長として、教育に求められる役
割、責任の重さを十分に認識し、子供たちが持つ資
質を積極的に伸ばせるよう、心血を注いで職責を果
たして参ります。

県教育長 ：県教育長 ：

心血を注いで職責を果たす心血を注いで職責を果たす

県内のどこでも必要な医療を受けられ
安心して暮らせる地域づくりを進める
医療従事者の確保について積極的に取り組む

代表
質問 ⑽医療人材の確保と地域偏在の解消について

【質問要旨】　団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年には、医
療ニーズがさらに増大するため、医師や看護師といった医療人材
の確保は喫緊の課題である。
　医師については、平成２８年末の調査によれば、本県の人口１０
万人当たりの医師数は全国平均より少ない状況にある。
　また、県内の医療圏域別でみても、西部に比べ、中東遠や志太
榛原等の圏域は医師が少なく、県内における地域偏在は顕著に

なっている。
　さらに、平成３０年度からの新専門医制度により、都市部志向が
強まる等、本県の今後の医療提供体制への影響が出るおそれが
ある。
　こうした状況を踏まえ、医療人材の確保と地域偏在の解消につ
いて、県の所見を伺う。

【健康福祉部長 答弁要旨】　医師の確保につきましては、これま
で累計で１，０００人を超える医学修学研修資金制度の利用者が
あり、県内勤務者が、前年から６２人増の３６５人になる等、取り組
みの成果が着実に現れております。
　しかしながら、地域偏在の解消には至っておらず、今後、新専門
医制度に対応し、医師不足地域において、医師の確保及び定着
を図るためには、大学や病院と協力して、若手医師にとって魅力あ
る専門医研修が実施できる体制を整備していく必要があります。
　県ではこれまでも、病院の研修経費や指導医手当の助成、県
外大学との協定による指導医の確保を行ってきたほか、県立総合
病院に建設した先端医学棟をはじめとした高度・先端医療の機能
強化や研究の充実等により、医師が魅力を感じる環境整備を図っ
て参りました。
　さらに、本年度から、医師の適正配置を図るため、浜松医科大

学と連携して、各医療圏別や診療科別の必要人数を明らか
にし、地域のネットワークを構築することで、専門医研修の
指導体制の充実を目指して参ります。
　今後も大学や病院等との協力・連携により、各地域で医師を育
成する基盤を充実させ、医師の地域偏在の解消に取り組んで参り
ます。
　また、看護職員の確保につきましては、静岡県看護協会等と連
携しながら、新人看護師を中心とした離職防止や潜在看護師の
再就職支援に係る研修の実施等、きめ細かな対応を図って参りま
す。
　県と致しましては、大学や病院、県医師会をはじめとする関係団
体等と密接に連携し、医療従事者の確保について積極的に取り
組み、県内のどこでも必要な医療を受けられ、安心して暮らせる地
域づくりを進めて参ります。

返還債務の免除条件
・初期臨床研修修了後に、
・静岡県内の公的医療機関等の中から本人の意向を
聴いた上で、県が個別に指定する病院で、
・貸与期間の１．５倍に相当する期間 勤務する。

貸与した資金の返還債務を全額免除！！

これを満たすと

２次医療圏ごとの人口１０万人当たり医師数（平成28年12月）
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静岡県の医学就学研修資金の貸与制度
【貸与額】
　月額20万円（最長6年間）⇒

全
国
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大
規
模

　
　
の
貸
与
枠

全
国
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大
規
模

　
　
の
貸
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最大1,440万円最大1,440万円

全国平均（240.1）以上
全国平均～県平均
県平均（200.8）以下

２次保健医療圏域図
（平成22年3月23日現在）

全国40位

地域の実情に応じた様々な保育サービスと
幼児教育の充実について更なる取り組みを進める

【質問要旨】　子ども・子育て新制度が平成２７
年４月に導入され、既に３年が経っている。
　新制度の実施に当たり、市町は、子ども・子
育て支援事業計画を策定しているが、共働き世
帯が増える中、国において幼児教育・保育の無
償化を実施する方針が示され、今後、特に保育

の利用希望者の増加が見込まれる。
　受け皿の整備等とともに、人材の確保・定着
を進めることも重要である。
　認定こども園等は、法令に基づく保育士等の
処遇改善が進められている。
　私立幼稚園も、国により人材確保に対する助

成制度が創設され、多くの道府県で活用もしくは
活用に向けた検討がされていると聞いている。
　そこで、保育サービスや幼児教育の充実に向
けて、施設整備等のハード面と人材確保等のソ
フト面について、今後どのように対応していくの
か伺う。

【吉林副知事 答弁要旨】　県では、これまでも、
待機児童の解消を目指しまして、市町と連携し
て、保育所や認定こども園の整備等により、受
入枠の拡大を進めて参りました。 昨年度は、４，
０５６人分の定員増を図りまして、今後２年間で
は、約６，０００人の定員増を予定しております。
　また、今後見込まれます保護者のニーズの多
様化や保育を希望する３歳未満の児童の増加
に対応するため、事業所内保育所や３歳未満
児を預かる小規模保育所の設置促進等、地域
特性に合わせた待機児童対策を進めて参りま
す。 延長保育、病児・病後児保育や幼稚園に
おける一時預かりといった保育サービスの導入

を促進して参ります。
　これを担います保育人材の確保につきまして
は、修学資金の貸与等によります保育士を志す
学生の支援や、保育士・保育所支援センターに
おけます、潜在保育士の掘り起こしと再就業支
援の強化に努めております。
　また、平成２８年度から進めて参りました保育
士キャリアアップ制度につきましては、経営者セ
ミナーや制度導入セミナーの開催等によりまし
て、現在、民間の保育所・認定こども園の約８割
が制度を導入しております。 今年度からは、キャ
リアアップ研修を開始しまして、保育士等の処
遇改善を図って参ります。

　私立幼稚園につきましては、教員の資質向上
を図るため、実践的な指導力を養う研修への派
遣や資格取得支援等を行う幼稚園に対して助
成して参ります。 さらに、人材の確保・定着が円
滑に図られるよう、国の新たな助成制度を活用
した処遇改善への支援につきましても、具体的
な制度設計について検討を進めているところで
あります。
　県と致しましては、今後も、地域の実情に応じ
た様々な保育サービスと幼児教育の充実につ
いて更なる取り組みを進めまして、安心して子供
を生み育てられる“ふじのくにづくり”を全力で推
進して参ります。

❷こども医療費助成
【質問要旨】　本年４月、市長会・町村会の両会
長が共同声明を発表し、交付要件の見直しと助
成のあり方を検討する場を設けることを県に求め
た。 これを受け、今月１１日に県と市町の協議が
行われ、市町から共同声明をもとにいろいろな意

見が出されたと聞いている。 
　こども医療費助成については、県と市町が充
分な合意形成に努め、県内の支援体制を整え

ることが重要である。 そこで、協議の場で出され
た市町からの意見や要望に対し、県として、どの
ように対応していくのか伺う。

【健康福祉部長 答弁要旨】　こども医療費助
成は、子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、
安心して子供を生み、育てられる環境を整備す
るために県と市町が連携して取り組む重要な施
策であります。
　市町からは、制度の役割が福祉施策から少

子化対策に変わってきていること、県制度に設
けている所得制限を全市町が独自に撤廃して
おり、県制度に該当するか否かを確認するため
だけに県民に手続きの負担が生じていること等
の御意見を頂いたところであります。
　福祉施策から開始した本制度でありますが、

早期受診による重症化予防という保健衛生施
策、子育て世代の経済的負担の軽減という少
子化対策等の側面を併せ持つものであることか
ら、実施主体である市町と協議を重ね、より良い
制度に向け検討して参ります。

以前から県当局に改善を要望。
代表質問でも取り上げる。
以前から県当局に改善を要望。
代表質問でも取り上げる。
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質問 ⑷大規模プロジェクトと自然環境の調和

環境や地域の特性に配慮した
事業実施を、より一層徹底！

❶メガソーラーなどの再生可能エネルギー
　の推進における自然環境の保全

【質問要旨】　太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーは、重
要な国産エネルギーとして期待されており、これらの導入推進は、持続可
能な社会の形成のために重要なことである。
　本県では、「ふじのくにエネルギー総合戦略」に基づき、多様な地域資
源を積極的に活用した再生可能エネルギーの導入を促進する等、エネル
ギーの地産地消を推進している。
　一方で、太陽光発電施設の規模によっては、大規模な森林伐採を伴
い、自然環境への影響が懸念される事例も増えている。
　そこで、大規模太陽光発電施設等、再生可能エネルギーの推進にあた
り、地域における自然環境保全や住民の生活環境の保全を図るための
対策を講じる必要があると考えるが、県の所見を伺う。

【くらし・環境部長 答弁要旨】　メガソーラー等の再生可能エネルギー施
設の設置は、土地の改変による自然環境等への影響が懸念されることか
ら、規模等に応じて自然環境保全協定や環境影響評価の対象とし、県
内の自然環境や生活環境の保全に努めて参りました。
　自然環境保全協定につきましては、開発地に生息する絶滅危惧種の
保護及び生息環境の保全等を目的として、５ｈａ以上の土地の改変が行
われる際、県と開発行為者との間で締結しております。　
　環境影響評価につきましては、メガソーラーは造成面積５０ｈａ以上を、
また、風力、水力発電等は一定の出力以上を対象としております。 メガ
ソーラーに関しましては、森林伐採を伴う事業が増加し生態系への影響
が懸念されること、市町から対象の拡大要請があること等から、新たに森
林を伐採する区域という区分を基準に追加することや、対象を全国的に
も厳しい２０ｈａ以上とすること等の改正案を、環境影響評価審査会に諮
問したところであります。
　県と致しましては、再生可能エネルギーの導入推進に当たり、自然環境
保全協定や環境影響評価を通じ、環境や地域の特性に配慮した事業実
施をより一層徹底する等、本県の豊かな自然環境やうるおいのある生活
環境の保全に取り組んで参ります。
【再質問要旨】　伊東市内の案件に関する林地開発許可については、
森林審議会の答申を踏まえて、県は、いつまでに、どのような方向性で判
断されるのか伺う。
【くらし・環境部長 答弁要旨】　本案件については、６月23日に行われた
森林審議会林地保全部会で、付帯意見を付けた上で答申がなされたと
ころであります。 森林法では、林地開発の許可は、森林審議会及び関係
市長の意見を聴かなければならないとされておりますので、伊東市長の意
見も踏まえ、今後、許可の判断がされるというふうに認識しております。
　県の処分の判断時期につきましては、遅滞なく行う必要がございます
が、答申に付されました付帯意見等もあり、もう少し時間が掛かるものと考
えております。

　　　　ＪＲ東海による、

　　    が無い中で、基本協定は結べない

❷リニア中央新幹線の整備に伴う大井川の流量減少対策

【質問要旨】　ＪＲ東海は、２０２７年にリニア中央新幹
線を開通させることとし、大井川中下流域の利水者と
の基本協定が締結されていないにもかかわらず、昨年
１０月に導水路トンネル新設工事、同１１月には南アル
プストンネル新設工事の契約を締結した。
　利水者が要望している基本協定が締結されていな
い段階であっても、工事着工を強行するのではないか

懸念する。
　また、６月２０日には、静岡市との間で、地域振興に
関する基本合意を取り交わした。
　このような状況の中、県は、ＪＲ東海に対し、工事着
工に至る前の大井川の流量減少対策について、どの
ように対応し、利水者の不安を払拭していくのか、県の
考えを伺う。

【くらし・環境部長 答弁要旨】　リニア中央新幹線のト
ンネル工事に伴う大井川の河川流量の減少は、あっ
てはならないことであります。 工事による河川流量の
減少の程度を、計測や解析によって特定することは現
在の技術力では不可能であるため、その減少に対する
最低限必要な回避策は、トンネル湧水の全量を大井
川水系内に戻すことであるとの基本認識に立つ県に
対し、大井川の河川流量の減少分を戻すと主張するＪ
Ｒ東海の理解が得られておりません。
　水資源の保全に関する基本協定を締結することに
より利水者の不安は払拭されますが、ＪＲ東海による、
「トンネル湧水の全量を恒久的かつ確実に大井川に
戻すことの意思表示」が無い中で、基本協定は結べな
いと考えております。
　基本協定が未締結のまま工事が着工されるのでは
ないかとの利水者の懸念に対しましては、会議等にお
いてＪＲ東海との協議の状況を説明し、利水者の意見
を伺う等、情報の共有化に努めております。また、静岡
市とＪＲ東海との基本合意は、地域振興に関すること
ではありますが、利水者に速やかに情報提供を行い、
意見の調整を図ったところであります。
　県と致しましては、利水者が望む基本協定の締結に

向け、引き続き、大井川の水の利用は長い歴史の中で
成り立ち、生活や農業をはじめとした多様な産業が営
まれており、渇水時においても利水者の互譲の精神で
節水対策を行っている状況等の大井川の水の大切さ
と、大井川水系の水は大井川水系に戻すという当然
の考え方を、今後とも静岡県中央新幹線対策本部を
中心に、ＪＲ東海に粘り強く訴えて参ります。

「トンネル湧水の全量を恒久的かつ
確実に大井川に戻すことの意思表示」
「トンネル湧水の全量を恒久的かつ
確実に大井川に戻すことの意思表示」
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活力と魅力にあふれる空港となるよう、運営権者と
　　　　　　　　　　　　　連携して全力で取り組む

❷公共施設等運営権制度導入後の
　富士山静岡空港の将来像

【質問要旨】　県では、平成31年度から公共
施設等運営権制度を活用した新たな体制に
移行すべく取り組みを進め、３月28日には「三
菱地所・東急電鉄グループ」を優先交渉権者
として選定し、今議会に運営権を設定する議
案等が提出されている。
　優先交渉権者の提案概要によると、富士
山静岡空港の将来像として、地域・県・運営

権者の三位一体による先導的空港経営を行
い、路線数の拡充等を図り、空港利用者数を
昨年度の67万人から135万人に倍増させる
といった積極的な目標が示されている。
　先行している仙台空港では、新規就航も実
現し、民営化前の平成27年度に311万人
だった旅客数が、昨年度は343万人に増加す
る等、確実に実績が上がっており、富士山静
岡空港においても、民間の力で空港活性化が
図られ、本県経済に貢献する空港になること
が大いに期待される。
　そこで、県として、優先交渉権者の提案に
ついて、どのように受け止め、運営権者に対し
て、どのようなことを期待しているのか伺う。
　また、こうした提案の実現に向けて、県はど
のような役割を担っていくのか、併せて伺う。

【川勝知事 答弁要旨】　県では、富士山静
岡空港の更なる発展を目指し、公共施設等運
営権制度を活用した、民間による一体的かつ
機動的な空港運営の実現に向けた取り組み
を進めており、本年３月に、「三菱地所・東急
電鉄グループ」を優先交渉権者として選定致
しました。
　優先交渉権者から、空港利用者を倍増させ
るという高い目標が提案されたことは、外国人
出入国者数が地方管理空港で８年連続１位
となる国際線に強い空港であることや、本県が
世界遺産富士山をはじめとする豊かな観光資
源を有すること等、富士山静岡空港のポテン
シャルが高く評価されたものと考えております。
　優先交渉権者には、富士山静岡空港株式
会社の株式の８割を取得し、空港を運営して
頂くこととなります。 優先交渉権者である三菱

地所、東急電鉄は、それぞれ、高松空港、仙台
空港において運営権に基づく空港事業を既
に展開しており、実績も上がりつつあります。
民間の経営力を最大限に発揮するとともに、
それぞれの実績を活かし、空港活性化に向け
た取り組みを確実に実行して頂けるものと確
信しております。
　運営権制度の導入により、県は、運営権者
による空港運営を監督・評価する立場となり
ます。 また、滑走路等の更新費用は運営権者
の負担となりますが、空港の設置者として安
全・安心な運営を確保するため、一部施設の
更新費用を負担することと致しました。
　さらに、県として、交流人口の拡大や本県経
済の発展等に向け、観光、ビジネス、文化、教
育、スポーツ等、様々な分野における交流や
地域づくりを、県内経済界や市町、富士山静

岡空港利用促進協議
会等とも協力して促進
し、空港の利用拡大と
それを活かした地域の
活性化を図って参りま
す。
　県と致しましては、富
士山静岡空港が、首
都圏空港の一翼を担う
空の玄関口として、また
県内経済の発展や
人々の交流の促進に
大きく貢献できる社会
資本として、活力と魅力
にあふれる空港となる
よう、運営権者と連携し
て、全力で取り組んで
参ります。

既存路線（実線）
新規路線（破線）

20年後の航空路線ネットワーク
●路線数11→17路線

空港西側用地の段階的開発
●アクティビティ施設等の賑わい施設の開発
●空港の成長に合わせた段階的開発
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旅客数の目標値

国や、アジアクルーズで長年の実績と豊富な知見を有するゲンティン香港との連携

❶清水港の国際旅客船拠点形成に向けた取り組み

【質問要旨】　県は、去る３月にゲンティン香港と「清水港クルーズ拠点形成
協定書」を締結した。 この協定では、２０２０年４月の供用開始を目指して、ゲ
ンティン香港は、日の出埠頭にある上屋を自ら改修・増築し、ＣＩＱの機能等を
備えた旅客施設を整備するとされている。 また、県は、２０２２年1月から２０３６
年１２月までゲンティン香港が旅客施設前面の岸壁を年間１０５日まで優先的
に利用することを認めている。
　国際クルーズ拠点形成に向けては、寄港するクルーズ船にとっても、それを
受入れる県民にとっても、旅客施設を中心としたクルーズ船の受入環境の充
実が必要である。 また県は、国土交通省から清水港の利便性確保のための
補助事業について内示を受けたとの報道があった。
　そこで、県は、当事業の活用を含め、清水港の国際旅客船拠点形成に向
けて、どのように取り組んでいくのか伺う。
【川勝知事 答弁要旨】　清水港は、「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟す
る駿河湾に抱かれた日本三大美港の一つであります。 また、世界遺産である
霊峰富士を仰ぎながら寄港できる、まさに日本を代表する「海の玄関口」であり
ます。
　この類まれなる場の力を活かし、県は、ゲンティン香港の母港化と北東アジ
アクルーズの東日本における拠点化を目指しまして、旅客施設の整備やゲン
ティン香港の係留施設の優先利用等について定めた「清水港国際旅客船拠
点形成計画」を昨年１２月に策定致しました。 そして、本年３月には、ゲンティン
香港とクルーズ拠点形成に関する協定を締結致しました。
　この協定では、ゲンティン香港が２０２０年３月までに、清水港日の出地区の６
号上屋を税関、入国管理、検疫機能を持つ旅客船ターミナルとして再整備す
ることとなっております。 現在、施設配置や規模等、整備内容の詳細な協議を
進めております。
　また県は、国の「国際クルーズ旅客受入機能高度化事業」を活用致しまして、
クルーズ船から旅客船ターミナルを結ぶ屋根付通路の整備を行うほか、待合機
能等の強化に向け、４号上屋の改修、５号上屋跡地への緑地整備等を旅客船

ターミナルの完成に併せて行う予定であります。 さらに、国土交通省は、大型ク
ルーズ船が２隻同時に接岸できるよう岸壁等の整備を進めています。
　県と致しましては、国や、アジアクルーズで長年の実績と豊富な知見を有する
ゲンティン香港との連携によりまして、清水港の大きな可能性を最大限に引き
出し、クルーズ船会社やお客様に高く評価され、より多くの旅客や県民の皆様
が集う快適で魅力ある国際旅客船拠点の形成に向けて取り組んで参ります。

代表
質問 ⑾民間活力を生かした港湾・空港の機能強化について

清水港のクルーズ船の寄港状況の動向分析

・清水港に寄港するクルーズ船は近年増加し、平成28年は18隻が寄港。東アジアを
起点とした外航クルーズ需要の増加に伴い、外国船社のクルーズ船寄港が増加。
・平成29年は、スタークルーズ（スーパースターヴァーゴ）による7月～11月の期間限
定での定期運航化により、過去最高の38隻が寄港。
・平成30年はスタークルーズの寄港が減ったものの、その他の外航クルーズ船の寄
港は着実に増加している。

【清水港のクルーズ船入港状況】

【清水港クルーズ船寄港隻数の推移】

H30（予定）H29H28H27H26H25

（隻）

外航船

内航船

港湾法一部改正【平成 29年７月８日施行】

旅客施設等の工事着手今後

清水港が国際旅客船拠点形成港湾
に指定（平成29年７月）

国際クルーズ旅客受入機能高度化事業（清水港）

旅客上屋等
の改修

貨物上屋の撤去日の出６号上屋

清水港
日の出地区

クルーズ船着岸位置

20万トン超級

「清水港クルーズ拠点形成協定書」
締結式（H30.3.22）

清水港が『国際旅客船拠点形成港湾』
に指定（7月26日）

港湾管理者（県）が民間事業者（ゲンティン香港）
と協定締結（3月22日）

港湾管理者と施設所有者である民間事業者
が係留施設の優先的な使用、旅客施設の 
一般公衆への供用等に関する協定を締結

【現況及び課題】
　清水港は7月に「国際旅客船拠点形成港湾」に指定され、今後大幅なクルー
ズ船の寄港需要が見込まれており、クルーズ旅客の増加に対応する待合施設
の不足、旅客動線の確保が課題となっている。　
【整備概要】
　屋根付き通路の設置、旅客上屋等の改修による待合スペースの拡充、貨
物上屋の撤去、植栽をすることにより、クルーズ旅客の利便性や安全性の
向上を図る。　
【総事業費：1,002百万円（国費：334百万円）】
　平成29年度事業費：81百万円（国費：27百万円）
　平成30年度事業費：300百万円（国費：100百万円）　
【事業期間：平成29年度～平成31年度】　
【整備内容：30年度整備（予定）】

　
【位置図】

項目 数量
旅客上屋等の改修 1式
上屋の撤去 1棟

木製デッキは、
著しく老朽化し、
耐震性が不足し
ているため、使
用禁止措置をと
っているが、その
脇をクルーズ旅
客の動線とせざ
るを得ない状況。

屋根付き通路

【ＣＩＱ】

【ＣＩＱの概要】

　税関とは、国境を超える荷物の移
動を管理する機関又は手続きの事。
　税関の役割は、関税、国内消費税等
の税金の徴収、輸出入貨物の通関、密
輸の取締り、保税地域の管理等。
 

　出入国管理とは、国境を超える人
の移動を管理する手続きの事。
　出入国管理の役割は、出入り口と

なる国ないし政府が、その出入国を管
理し、情報把握すること。

 

　検疫とは、国境を超える人や物の
移動に伴う、病原菌や有害物質の出
入りを管理する手続きの事。 
　検疫の役割は、出入国する人や輸
出入される動物や植物、食品等が、
伝染病の病原体等に汚染されてい
ないかをチェックし、それらの出入りを
防止すること。

⑴税関
  〈管轄：財務省・税関職員〉

⑶検疫
  〈管轄：厚生労働省（人や食品）及び
    農林水産省（動植物）・検疫官〉

⑵出入国管理
  〈管轄：法務省・入国審査官〉

クルーズ船社が投資する
旅客施設等の整備内容について、
今後、ゲンティン香港と詳細を協議し、
2020年度の供用開始を目指します。

　　　     快適で魅力ある

に向けて取り組む

清水港 ：清水港 ：
国際旅客船拠点の形成国際旅客船拠点の形成

　CIQとは、国境を超える人の移動や荷物の移動において
必要とされる手続のことです。 
　CIQは、税関（Customs）・出入国管理（Immigration）・
検疫（Quarantine）の頭文字を用いた略称です。

代表
質問 ⑸大規模スポーツイベントの成功に向けた取り組みについて

2つの大規模スポーツイベントは
本県の魅力を世界に発信する絶好の機会

ラグビーワールドカップ２０１９及び
東京２０２０オリンピック・パラリンピック

【質問要旨】　ラグビーワールドカップとオリンピッ
ク・パラリンピック競技大会は、サッカーＦＩＦＡワール
ドカップと並び、世界三大スポーツイベントと称され
ている。
　来年、再来年に本県で開催される２つの大会は、
本県のみならず、我が国全体の威信がかかってい
ることを深く心に刻み、開催準備に全力で取り組む
必要がある。
　来年に迫ったラグビーワールドカップ２０１９につい
ては、現時点でも、いくつかの解決すべき課題がある
と認識している。 例えば、昨年６月１７日にエコパスタ
ジアムで開催された日本代表のテストマッチで、観客
数４万人を目標としながら２万７千人余りにとどまった
ことは、ラグビーへの関心の拡大、ラグビーファンの増
加を図る取り組みを強化する必要性を浮き彫りにし
た。 さらに、交通輸送、外国人観戦客への対応、エコパスタジアム周辺の賑わいづくり等も課題として残っている。
　東京２０２０オリンピック・パラリンピック自転車競技については、競技会場や会場周辺の整備はもとより、選手や関係者、
観戦客に対するハード・ソフト両面でのおもてなし等、着実な開催準備に加え、より一層の機運醸成に努めることが必要で
ある。 さらに、大会が夏の観光繁忙期に重なることによる、観光や住民生活への影響等も大きな課題である。
　このように、これら２つの大会の成功に向けては、早急に課題解決に取り組まなければならないと考える。 
　そこで、現在の準備状況及び今後の取り組みについて伺う。
【川勝知事 答弁要旨】　本県において、世界的な大規模スポーツイベントが２年連続で開催されますことは、スポーツ、文
化、観光、産業等の幅広い分野で、世界の人 と々の交流を促進し、本県の更なる発展を図る絶好の機会と考えており、こ
の成功に向け全力で取り組んでいるところであります。

　まず、ラグビーワールドカップ２０１９につきましては、ラグビーへの関心をよ
り一層高めて頂くため、「５００日前記念セレモニー」の開催による機運の醸
成や、ＳＮＳを活用した効果的な情報発信等、様々な取り組みを行っており
ます。 ラグビーワールドカップ２０１９の「２０１９」にかけまして、先日実施した
「２０１９人の地元代表！ ラグビーパスリレー」では、２,０１９人の募集予定を２
００人近く上回る２,１９７人もの県民の皆様に御参加頂き、私もパスをつな
ぎました。 皆様の熱い思いを感じるとともに、関心の高まりを実感したところ
であります。 また、観戦客の安全で円滑な輸送を実現するため、「静岡県交
通輸送対策会議」におきまして、今年度末までに「交通輸送実施計画」を
策定致します。 さらに、外国人
観戦客への対応を図るため、
ボランティアの養成や案内誘

導サインの多言語化等の準備を加速致します。 加えて、スタジアム周辺等のに
ぎわいづくりを進めるために、先月設置致しました「おもてなし専門委員会」によ
り、本年１０月を目途に、本県の食、文化、観光等々の魅力を発信する賑わいエ
リアを創出するための計画を策定し、着実に実施して参ります。
　東京２０２０オリンピック・パラリンピック自転車競技につきましては、４競技の
うち３競技が本県で開催されます。 そのうち、トラック、マウンテンバイク競技の
会場となる日本サイクルスポーツセンターにつきましては、アクセス道路の整備
を進めております。 その他に、選手や観戦客等の輸送ルート案を公表する等、
着実に準備を進めているところであります。 また、国内外から訪れる観戦客の
誘導や観光案内を行う「都市ボランティア」の研修を本年９月から開始致しま
す。 おもてなしの準備を進めるとともに、今後は、大会２年前イベントを開催す
る等、県民の皆様が自転車競技に触れる機会を創出し、開催機運の醸成に
努めて参ります。 ロードレースの会場となる富士スピードウェイ周辺につきまし
ては、具体的なコースが決定された後、組織委員会や関係自治体等と一体と
なりまして、輸送計画の策定、おもてなしの準備に取り組んで参る所存でありま
す。
　県と致しましては、この2つの大規模スポーツイベントを、本県の魅力を世界
に発信する絶好の機会と捉えておりまして、大会の成功に向け、万全を期すと
ともに、スピード感を持って準備を進めて参ります。
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